
期間　令和４年１月17日㈪～３月15日㈫（土・日・祝日を除く）
　　　２月20日㈰・27日㈰は開場
　　　�※令和４年１月17日㈪～２月15日㈫は還付申告の相談のみ受

け付けます。
受付時間　午前８時30分～午後４時
場所　春日部税務署（春日部市大沼２丁目12番地１）
確定申告会場の入場には、当日配付または国税庁LINE公式アカウン
トから事前に取得した入場整理券が必要です。
※スマートフォンをお持ちのかたは、確定申告会場において、基本
的にスマートフォンを利用して申告書を作成していただきます。
※確定申告会場に来場される際は、マスクを着用していただき、少
人数でお越しください。
※入場の際に検温を実施しています。
※午後４時前であっても、相談受付を終了する場合があります。
？春日部税務署☎733-2111（自動音声でご案内します）

日�時　 2月 2日㈬～15日㈫（土・日・祝日を除く）、
午前9時30分～正午、午後1時～4時
対�象　所得税が還付されるかたのうち、公的年金
等を受給しているかた、給与所得者で医療費控
除を受けるかた、年の途中で退職または就職し
たかた（住宅借入金等特別控除を受けるかた、
給与や年金以外の所得があるかた等を除く）
※有料の場合もあります。事前にご確認ください。
相談方法　電話相談
？税理士会春日部支部事務局☎738-7470

税理士による所得税の還付申告・
確定申告無料相談

e-Taxでの確定申告
をご利用ください

　国税庁ホームページ「確定申告
書等作成コーナー」へアクセスし、
マイナンバーカードを読み取るこ
とで、スマートフォンやご自宅等
のパソコンから簡単にe-Taxで確
定申告ができます。
？市税務課市民税担当☎768-3111
内線 126、　春日部税務署☎733-2111
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春日部税務署による所得税等の確定申告

市民税・県民税の申告に関するお知らせ
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外国の制度に基づき、国外において支払われる年金など源泉
徴収の対象とならない公的年金を受給していない

公的年金等以外の所得がある

市・県民税の申告が必要です
（所得税の還付が発生する場合は、確
定申告が必要です）

所得税の確定申告が必要です
（計算の結果、所得税額が発生しない場合は確定申告
の代わりに市・県民税の申告が必要です）

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、
かつ公的年金等以外の所得が20万円以下である

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

確定申告および市・県民税の申告は不要です
(所得税の還付が発生する場合は、確定申告が必要です)

医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・扶養
控除などの各種控除を追加する

医療費控除を受けるかたへ
　領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の作成・添付
が必要です。なお、税務署から医療費控除の明細書の記載内
容の確認を求められる場合がありますので、領収書は５年間
保存する必要があります。
？春日部税務署☎733ｰ2111

医療費控除を受ける国民健康保険・後期高齢
者医療被保険者のかたへ
　医療費控除の明細書における医療費の明細欄への記入は、
医療費通知を添付することにより省略可能です。確定申告期
間後に通知される11月・12月分の医療費については、医療費
の明細欄への記入及び領収書の保管が必要となりますのでご
注意ください。
？国保年金課国民健康保険担当 内線 109、

国保年金課高齢者医療担当 内線 113

？税務課市民税担当 内線 126

東武スカイツリーライン（東武伊勢崎線）・東武アー
バンパークライン（東武野田線）春日部駅（西口）か
ら徒歩20分または春日部駅（西口）から朝日バス（か
すかべ温泉行）「地方庁舎前」停留所下車徒歩 2分
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令和 4年度(令和 3年分)市民税・
県民税の申告相談会

※申告相談会では、次のような申告はお受けできませんのでご注意ください。
⃝青色申告、分離課税の申告
⃝事業所得（農業・一般）や不動産所得の申告で収支内訳書を作成していない場合
⃝医療費控除を受ける申告で医療費控除明細書を作成していない場合
⃝令和2年分以前の申告

市民税・県民税の申告書の提出は、郵送または専用ポストをご利用ください
専用ポスト設置期間　令和4年2月16日㈬～3月15日㈫　※設置場所の開設日のみ。
専用ポスト設置場所　蓮田市役所税務課窓口、平野連絡所、蓮田駅西口行政センター

市民税・県民税の申告相談会の受付は事前予約制です
予約受付は令和 4 年 1 月13日㈭ から開始です
予約サイト
https://www.city.hasuda.saitama.jp/ze/kurashi/zeikin/shimin/r4/yoyaku.html
※電話・窓口は混雑しますので、できるだけインターネットをご利用ください。
※インターネット予約が難しい場合は電話受付しますのでお問い合わせください。

期間　令和4年2月16日㈬～3月15日㈫（土・日・祝日を除く）
場所　蓮田市役所西棟第3 ・ 4会議室

事前予約制

蓮田市マスコット
キャラクター
「はすぴぃ」

はすだ　2021.12 2021.12　はすだ


